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「自動運転社会実装モデル構築事業（集客施設）」実施委託業務 

企画提案募集要領 

 

この要領は、「自動運転社会実装モデル構築事業（集客施設）」実施委託業務を実施

するに当たり、企画提案を広く募集し、総合的な審査により受託者を選定するために必

要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務名 

「自動運転社会実装モデル構築事業（集客施設）」実施委託業務 

 

２ 業務の目的 

集客施設において、自動運転の社会実装を目指した実証実験を実施する。 

 

３ 業務の内容 

（１）社会実装を見据えた自動運転実証実験計画の策定 

県が提示する下表「実施ポイント」に沿った形で、テーマを設定すること。 

また、社会実装に向けて定量的な目標値を５つ以上設定すること。なお、目標値に

は自動運転率を必ず含むこと。 

選定に当たっては、現行の法制度（道路交通法、道路運送車両法等）に基づく手続

きに係るスケジュールや道路管理者、施設管理者等の理解が得られることを前提とし

て、社会実装の可能性が高いと見込まれるルートを選定すること。 

なお、地域における移動ニーズや課題等に対応した、想定される具体的な事業スキ

ームや社会実装でのビジネスモデルを提案すること。 

また、当実証実験の実施にあたり、自動運転社会実装モデル調査事業（社会的受容

性等、実装に資する試乗モニター、アンケート調査含む）を県が別に契約する予定で

あることから、当該受託者へ検証に必要な試乗枠、情報、データを提供するなど協力、

連携を行うこと。 

［実施ポイント］実運行において再現可能なビジネスモデルの構築を目指す。 

実施場所 ・愛・地球博記念公園 

自動運転 

技術等 

・自動運転技術を活用したモビリティサービスの社会実装に資する先

端的な技術を提案すること（走行技術面、運行管理、ユーザインタ

フェース等含む）。愛知県における 2023 年度の自動運転実証実験の

結果を踏まえ、自動走行性能のさらなる向上を図ること。 

・歩行者等との混在交通における運行を検証すること。 

・輸送力を確保するため、立ち席での乗客の輸送の可能性を検証する

こと。 

・将来の定時運行を見据えた、技術面・運用面の検証を行うこと。 
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・将来の車内無人化を見据えた、車内オペレーションを検証すること。 

・自動運転「レベル４」を見据えた遠隔監視システムを導入すること。 

・原則、商用５Ｇを活用すること。 

運行者 ・交通事業者 

運行期間 

 

・社会実装を踏まえた運行計画とすること。 

・社会実装時の課題を抽出するため十分な運行期間とすること。 

・愛・地球博記念公園が開園する平日に、原則 3週間以上に渡り毎日

定期運行を行うこと。 

選定車両 ・バス型車両を運行すること。具体的な車種については、移動ニーズ

に対応する形で選定すること。 

経路 ・園内東バスルート（非公道）を含むこと。 

※「公道」とは、道路交通法（昭和 35 年６月法律第 105 号）第２条第１項で規定 す

る「道路」の通称として用いている。 

 

（２）自動運転実証実験の実施 

（１）で選定したルートにおいて、想定するビジネスモデルを明らかにするととも

に実証実験を実施し、実用化に向けた技術面等の課題やその解決策の検証を行うこと。 

実証実験の実施に際しては、関係法令、関係官庁の指導に準拠すること。 

 

（３）実証実験の成果報告書の作成 

実証実験を通じて得られた、社会実装に向けた技術面等の成果・課題・対応策につ

いて取りまとめること。 

上記の成果報告書とは別に、県公式 Web サイトに実施結果を縦覧するための要約版

を作成すること。 

 

４ 委託業務に当たっての留意点 

（１）委託事業の開始から終了までの間、本事業を総括する責任者を１名配置し、事業実

施方法や進捗状況の確認等、事業の円滑な実施のために、定期的に県と連絡調整を行

うこと。 

（２）受託者は、成果物の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。

以下同じ）を愛知県に無償で譲渡するものとし、著作者人格権を行使しないものとす

ること。また、著作権関係の紛争が生じた場合、一切受託者の責任において処理する

こと。 

（３）納入される成果物について、第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、受

託者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一

切の手続きを行うこと。 

（４）採用された企画の実行に当たっては、県と受託者の協議の上で内容を変更すること
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がある。 

（５）実施主体は、自動車損害賠償責任保険に加え、賠償能力の確保が担保された任意保

険に加入するなどして、適切な賠償能力を確保すること。 

（６）社会実装に資する試乗モニター、アンケート調査が実施できるよう実証実験の計画

を策定すること。 

（７）所管官庁等の試乗機会の確保、マスコミへの実証実験の情報発信に協力すること。 

（８）本業務に係る会計実地検査等が行われる場合は協力すること。 

（９）受託者は、事業完了後５年間、本委託業務に係る会計帳簿及び証拠書類を県の求め

に応じていつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければならない。 

（１０）本委託業務は、国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用して実施することか

ら、同交付金の交付要綱等に基づき適正に処理しなければならない。また、業務完了

後は業務完了届のほか、速やかに実績報告書及び愛知県が求める資料を提出しなけれ

ばならない。 

（１１）その他 

ア 実施にあたっては、関係法令に沿い、関係機関との調整を適正に行うこと。 

イ 地元市町村や施設管理者等に対して、実施結果等をフィードバックすること。 

ウ 県等の関係者の試乗対応を適宜行うこと。 

エ 広報、取材への対応を適正に行うこと。 

（１２）上記（１）から（１１）については、再委託先においても適用する。 

 

５ 契約条件 

（１）委託契約限度額 

50,268,079 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（２）契約保証金 

愛知県財務規則第 129 条の２により、契約金額の 100 分の 10 以上の金額とする（あ

るいは、愛知県財務規則第 129 条の３第３号の規定に基づき全額を免除する。）。 

（３）契約期間 

契約締結日から 2025 年３月 17 日（月）までとする。 

（４）委託費の支払条件 

事業終了後の精算払いとする。 

（５）その他 

企画提案に基づく積算額は契約時に至って同じ条件の下で、その額を超えることは

認められない。なお、提案内容等を勘案して委託費を決定するため、委託契約額が積

算額と同じになるとは限らない。 

 

６ 応募資格 

応募の資格者は、次の要件の全てを満たすものとする。 
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（１）企画提案書の提出期限において愛知県会計局指名停止取扱要領に基づく指名停止を

受けていないこと（令和６・７年度の入札参加資格者名簿に登載されている場合）。 

（２）地方自治法施行令第167条の４第１項に該当しないこと。 

（３）宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 

（４）愛知県税及び国税に未納がないこと。 

（５）「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成24年６月29

日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）及び「愛知県が行う調達契約からの暴

力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。 

（６）実証実験の実施に当たり、複数の者が連携した体制を構築できること。提案にあた

っては、交通事業者または自動運転システム事業者を実施体制に含めること。 

（７）公道において、自動運転実証実験の実施実績があること。または実績がある者が含

まれていること。 

 

７ 応募に関する問合せ 

質問がある場合は、2024 年５月２日（木）正午までに電子メールにより連絡するこ

と。 

問合せは、電子メール（jisedai@pref.aichi.lg.jp）によること。 

（件名は「自動運転社会実装モデル構築事業（集客施設）に関する問合せ」とする。） 

なお、質問に対する回答は、産業振興課次世代産業室の Web ページに５月８日（水)

を目途に掲載する。 

※ 企画提案書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性

の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。 

 

８ 応募手続等 

（１）企画提案書の提出 

応募者は、下記に示す書類を作成し、提出すること。ただし、必要がある場合は補

足資料の提出を求めることがある。 

ア 提出書類 

（ア）企画提案参加申込書 11 部 

・別添様式１のとおり 

（イ）企画提案書 11 部 

・別添様式２から６のとおり 

（ウ）社会的価値の実現に資する取組に関する申告書・添付書類 １部 
・別添様式７のとおり 

（エ）添付書類 １部（幹事会社のみ対象） 

・会社パンフレット等会社の概要がわかる資料 

・定款 
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・決算報告書（過去２年分）※ 

・愛知県税の滞納がないことの証明書（直近のもの）※ 

（愛知県に納税義務がある事業者に限る。） 

・法人税・消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書（直近のもの）※ 

※令和６・７年度の入札参加資格者名簿に登載されている場合は、不要とする。 

イ 提出方法 

持参又は郵送（配達証明に限る。）、若しくは宅配便（手渡ししたことが証明され

るものに限る。）のいずれかとする。 

ウ 提出期限 

2024 年５月 15 日（水）正午  

郵送・宅配便の場合は、できる限り事前に電話連絡すること。 

エ 提出先 

〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

愛知県経済産業局産業部産業振興課次世代産業室デジタル戦略調整グループ 

電話 052-954-6136（ダイヤルイン） 

（２）企画提案書類作成上の注意 

ア 用紙サイズは、Ａ４縦（横書き、要ページ番号）とする。ただし、イメージ図な

どを記載する場合、Ａ３判の用紙をＡ４判サイズに折りたたみ挿入することは可

とする。 

イ 必要に応じて、図表・絵等を用いて分かりやすく記載の上、左上をホチキス等で

１か所とめる。 

ウ 企画提案は１事業者１案とする（複数の事業体で事業を実施する場合は１共同体

あたり１案とし、事業実施における責任の所在を明確にしていること。）。 

エ 提出期限後の問い合わせ、書類の追加・修正には原則として応じない。 

 

９ 企画提案内容（提案項目等） 

企画提案書には、次の（１）から（４）の内容について記述すること。 

（１）事業に関する企画等 

ア 社会実装を見据えた自動運転実証実験計画の策定 

当要領「３業務の内容（１）社会実装を見据えた自動運転実証実験計画の策定」

の内容に沿って計画内容を記述すること。 

イ 自動運転技術等 

社会実装に相応しい自動運転等の技術を提案すること。 

ウ 自動運転実証実験車両 

当要領「３業務の内容（１）社会実装を見据えた自動運転実証実験計画の策定」

の選定車両の内容に沿って記述すること。 

エ 事業実施体制（組織体制図）及び役割分担 
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本事業を実施するための組織体制(コンソーシアムメンバー含む)を詳細に記

載すること。また、本事業遂行に当たる総括責任者以下の役割分担やスタッフの

過去の業務経歴を記載すること。 

オ 工程計画 

実証実験の計画的な実施に向け、年間スケジュールを記載すること。 

その上で、社会実装に向けたロードマップを記載すること。 

カ 付加提案 

2017 年 10 月に設置した「あいち自動運転推進コンソ－シアム」と連携した取

組や、社会実装に向けた取組など、本事業を更に効果的に実施するために必要と

なる事項につき、記載すること。 

（２）経費見積書 

事業の実施に係る見積額を内訳がわかるように項目ごとに記述すること。 

また、「愛知県知事」宛てとすること。 

（３）事業の受託実績 

過去３年間（2021～2023 年度）に主催又は受託した類似事業（実証実験等）の企

画・運営に係る実績を記述すること（補助事業を除く。）。 

なお、記載項目は、企画・運営を主催・受託した事業の概要、開催時期、場所、実

施規模、主催者、事業金額、受託した業務の具体的な内容等を記述すること。 

（４）社会的価値の実現に資する取組に関する申告書及び添付書類 

 

１０ 提案の審査・選定等 

（１）選定委員会の設置 

企画競争の審査を公正に行い、契約の相手先となる候補者及び次点者を選考する

ため、県が設置する選定委員会において審査を行い選定する。 

（２）審査方法 

提出された企画提案書を始めとする書類（以下「提案書」という。）について、形

式審査を行った後、選定委員会において選定する。 

ただし、提案が３件を超える場合は、委員会での審査に先立ち、書面による予備審

査を行う（選定委員会と同様の基準にて審査）。 

審査は非公開とし、審査の経過等に関する問い合わせには応じない。 

 

【委員会における審査】 

審査は、提案書に基づく書面審査及び原則対面での提案者によるプレゼンテーショ

ンにより行う。プレゼンテーションは１者 15 分程度、説明終了後に質疑応答を 10 分

程度行う。 

 

（３）主な選定基準 
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委託事業者を選定する際の主な選定基準は、以下のとおりとする。 

項目 主な内容 

社会実装を見据えた 

自動運転実証実験 

計画の策定 

・社会実装を踏まえたテーマ、具体的な事業スキーム、ルート、

運行計画が設定されていること。 

・社会実装時の課題を抽出するため十分な運行期間とすること。 

・実装を見据え、園内東バスルート（非公道）を含むこと。 

自動運転技術等 

・社会実装に相応しい自動運転技術等を提案しているか。 

・自動運転技術を活用したモビリティサービスの社会実装に資

する先端的な技術を提案すること（走行技術面、運行管理、ユ

ーザインタフェース等含む）。愛知県における 2023 年度の自動

運転実証実験の結果を踏まえ、自動走行性能のさらなる向上を

図ること。 

・歩行者等との混在交通における安心・安全の確保に向けた工夫

を図ること。 

・輸送力を確保するため、立ち席での乗客の輸送を検証するこ

と。 

・将来の定時運行を見据えた、技術面・運用面の検証を行うこと。 

・将来の車内無人化を見据えた、車内オペレーションを検証する

こと。 

・自動運転「レベル４」を見据えた遠隔監視システムを導入する

こと。 

・原則、商用５Ｇを活用すること。 

自動運転 

実証実験車両 

・バス型車両とし、具体的な車種については、移動ニーズに対応

した車両を提案しているか。 

事業実施体制 

及び役割分担 

・自動運転の技術・専門知識等を有するなど適切であるか。 

・コンソーシアム内の具体的な企業名、役割等が記載されている

こと。 

・交通事業者が含まれていること。 

工程計画 

・年間スケジュール（関係機関との事前調整、自動運転の実証実

験、成果の取りまとめ）は無理なく設定しているか。 

・社会実装に向けたロードマップは的確か。 

付加提案 
・実証実験の効果を高める提案等、当事業の効果を高める提案が

なされているか。 

費用対効果 ・経費の見積もりは適切か。 

社会的取組 

社会的価値の実現に資する取組等 

・ISO14001、エコアクション 21、KES、エコステージのいずれか

の環境マネジメントシステム認証の有無 

・障害者法定雇用率の達成の有無 

・あいち女性の輝きカンパニー認証の有無 

・女性の活躍促進宣言提出の有無  等 

 

（４）審査結果の通知 

審査結果は、2024 年５月下旬（予定）目処に全提案者に文書で通知する。 
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なお、審査結果は愛知県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には開示

の対象となるが、委員会は非公開のため、審査の経過等に関する問い合わせには応

じられない。 

（５）契約 

候補者と県は、企画提案の内容を基にして、業務の履行に必要な具体的な履行条

件等の協議、調整を行い、協議等が整った上で契約を締結する。 

ただし、協議等が整わない場合は次点者が改めて県と協議等を行うこととする。 

なお、選定された候補者の委託業務の実施に際し、企画提案の内容をそのまま実

施することを約束するものではない。 

 

１１ スケジュール（予定） 

・ ５月 ２日（木）正午  質問の締切 

・ ５月 15 日（水）正午  企画提案の締切 

・ ５月下旬   選定委員会開催（事業者決定） 

・ ５月下旬   契約締結、委託業務開始 

 

１２ その他 

（１）企画提案に要する全ての費用は提案者の負担とする。なお、提案された企画提案

書は返却しない。 

（２）企画提案書提出後に辞退する場合は、辞退理由等を記載した辞退届（様式自由)

を提出すること。 

（３）次の各号に該当した場合、企画提案者は失格になる場合がある。 

ア 提出書類に明らかな不備があった場合、虚偽の内容が含まれていた場合、若し

くは指示事項に違反した場合 

イ 県職員又は当該企画競争関係者に対して、当該企画競争に関わる不正な接触の

事実が認められた場合 

ウ この応募に参加した者が業務委託に係る競争入札等参加停止を受けることと

なった場合 

（４）応募及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨

とする。 

（５）この要領に定めるもののほか、選定実施にかかる必要な事項は、愛知県が定める。 

 

１３ 連絡・問い合わせ先 

   〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

   愛知県経済産業局産業部産業振興課次世代産業室デジタル戦略調整グループ 

   電話 052-954-6136（ダイヤルイン） 


